
R4.10.1から適用

　※預貯金等が一定額以下であること：・単身の方：500～650万円以下・配偶者がいる方：2人の合計額が1.500～1.650万円以下

特別養護老人ホーム抱優館八乙女　サービス利用料金

（１）介護保険自己負担分

基本単位数

（Ａ）

単位数合計

（D）：(A)+(B)

31日換算

（E)

（E）× 12.6% ｛（E）+（F）｝×10.27 円

241,093 円 1割 26,789 円

214,305 円 2割 53,577 円

187,517 円 3割 80,365 円

263,027 円 1割 29,226 円

233,802 円 2割 58,451 円

204,577 円 3割 87,676 円

286,587 円 1割 31,844 円

254,744 円 2割 63,687 円

222,901 円 3割 95,530 円

308,844 円 1割 34,317 円

274,528 円 2割 68,633 円

240,212 円 3割 102,949 円

330,464 円 1割 36,719 円

293,746 円 2割 73,437 円

257,028 円 3割 110,155 円

自己負担額（31日分）

（1割又は2割又は3割）

①-②：（G）×0.1（又は0.2又は0.3）

小数点以下繰り上げ

円

円

介護保険から給付される金

額②

（9割又は8割又は7割）

（G）×0.9(又は0.8又は0.7）

小数点以下切り捨て

介護サービス費（10割）①

（G）

処遇改善加算等

（F）

小数点以下四捨五入

2,919単位

3,184単位

267,882

292,253

31,752単位

3,739単位

4,001単位

小数点以下切り捨て

円

円

円

3,470単位 318,431

343,161

367,183

25,273単位

27,536単位

29,675単位

加算単位数

※①

1か月（ｃ）

652単位

93単位

745単位

813単位

886単位

955単位

1,022単位

93単位

70単位

70単位

70単位

70単位

70単位

93単位

93単位

1日（B） 1日
（D）×31日　+

（C）

93単位 23,165単位

929単位

1日

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

720単位

793単位

862単位

介護度

※①上記の加算単位数内訳：

・日常生活継続支援加算 ( 46単位 /日) ・看護体制加算Ⅰ ( 4単位 /日) ・看護体制加算Ⅱ ( 8単位 /日)

・夜勤職員配置加算Ⅱ ( 18単位 /日) ・個別機能訓練加算Ⅰ ( 12単位 /日)

その他の加算として ( 0単位 /月) 口腔衛生管理体制加算 ( 0単位 /月) 口腔衛生管理体制加算 ( 0単位 /月)

全ての入居者様対象

・個別機能訓練加算Ⅱ ( 20単位 /月)

該当する入居者様のみ

※　処遇改善加算は介護職員処遇改善加算Ⅰ（8.3%）と介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ（2.7%）と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　介護職員等ベースアップ等支援加算（1.6％）を合わせて、1ヶ月の総単位数×12.6％で算定となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※　尚、加算単位の1単位は、地域によって異なり、1単位は10.27円となります。（仙台市：6級地）

・配置医師緊急時対応加算（早朝・夜間の場合650単位/回、深夜の場合1,300単位/回）

・看取り介護加算Ⅰ（死亡日を含めて45日を上限）　　　等があります。　(※看取り介護加算については料金表裏面に詳細を記載。）

・精神科医師定期的療養指導加算 （　5単位/日）

・外泊時費用（246単位/日：外泊、入院等の期間で月に最大6日間、月またぎで最大12日間）

・口腔衛生管理加算Ⅰ（90単位/月）

・再入所時栄養連携加算（400単位/回） ・排せつ支援加算Ⅳ（100単位/月） ・療養食加算（6単位/回：1日に3回を限度）

・経口維持加算Ⅱ（100単位/月）

・初期加算（30単位を30日間：入居日から30日間または30日を超える入院後の再入居の場合）

・経口維持加算Ⅰ（400単位/月） ・口腔衛生管理加算Ⅱ（110単位/月）

・科学的介護推進体制加算Ⅱ　（50単位/月）

負担段階 対象者

第1段階
・配偶者と世帯全員が市町村民税非課税で、本人が老年福祉年金を受給している方

・生活保護を受けている方
820 円 300 円 1,120 円 34,720 円

第2段階
・配偶者と世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金及び

　非課税年金（障害年金、遺族年金等）の年金収入額の合計が80万円以下の方
820 円 390 円 1,210 円 37,510 円

第3段階①
・配偶者と世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金及び

　非課税年金（障害年金、遺族年金等）の年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方
1,310 円 650 円 1,960 円 60,760 円

第3段階②
・配偶者と世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金及び

　非課税年金（障害年金、遺族年金等）の年金収入額の合計が120万円を超える方
1,310 円 1,360 円 2,670 円 82,770 円

第4段階
・本人が市町村民税非課税で、配偶者または世帯の中に市町村民税を課税されてされている方がいる方

・本人が市町村民税を課税されている方
2,570 円 1,600 円 4,170 円 129,270 円

(2)　居住費及び食費　

居住費 食費 1日あたり
1ヶ月あたり

（31日）



(4)　その他（介護保険外費用）

※　医療費、個人が消費する物（ティッシュ、歯ブラシ、義歯洗浄剤、新聞、雑誌代等）、理美容代、クリーニング代、インフルエンザ予防接種等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※　入院時の排泄用品等については、各自でご用意をいただくようお願いします。

※上記、利用料金については介護保険制度の改定や施設の職員体制等により、変更になる場合があることをご理解下さい。

(3)　利用料金月額　（(1)＋(2)）：円

1割 61,509 円 64,299 円 87,549 円 109,559 円 156,059 円

2割 88,297 円 91,087 円 114,337 円 136,347 円 182,847 円

3割 115,085 円 117,875 円 141,125 円 163,135 円 209,635 円

1割 63,946 円 66,736 円 89,986 円 111,996 円 158,496 円

2割 93,171 円 95,961 円 119,211 円 141,221 円 187,721 円

3割 122,396 円 125,186 円 148,436 円 170,446 円 216,946 円

1割 66,564 円 69,354 円 92,604 円 114,614 円 161,114 円

2割 98,407 円 101,197 円 124,447 円 146,457 円 192,957 円

3割 130,250 円 133,040 円 156,290 円 178,300 円 224,800 円

1割 69,037 円 71,827 円 95,077 円 117,087 円 163,587 円

2割 103,353 円 106,143 円 129,393 円 151,403 円 197,903 円

3割 137,669 円 140,459 円 163,709 円 185,719 円 232,219 円

1割 71,439 円 74,229 円 97,479 円 119,489 円 165,989 円

2割 108,157 円 110,947 円 134,197 円 156,207 円 202,707 円

3割 144,875 円 147,665 円 170,915 円 192,925 円 239,425 円

第2段階 第3段階① 第4段階介護度

要介護１

第3段階②

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

第1段階


